
【注意事項】

参考：国税庁《記載例》令和2年分給与所得者の
基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申
告書兼所得金額調整控除申告書

氏名、住所（年末時の）を
記入し、押印してください

※2 公的年金等の金額

公的年金等は雑所得として、「給与所得以外の所得の合計額」に含めて計算します。

公的年金等に係る所得は「収入金額から公的年金等控除額を控除した残額」で、公的年金等控除額は次のとおりです。

※1 給与所得の金額

俸給、給料、賞与や賃金（パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含み

ます。）は給与所得となります。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額で、次の表に

より求めた金額となります。なお、所得金額調整控除の適用がある場合には、適用後の所

得金額になります。

この欄は、年末調整において配偶者控
除又は配偶者特別控除を受けようとす
る場合に記入してください

あなたのその年分の合計所得金額の見
積額が1,000万円（給与所得だけの場
合は、給与の収入金額が1,195万円
（所得金額調整控除ありの場合は
1,210万円））を超える場合
又は配偶者の合計所得の見積額が133
万円（給与所得だけの場合は、給与の
収入金額が2,015,999円）を超える場
合には、
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用
を受けることができません

年末調整の対象となる給与の収
入金額が850万円超、かつ、
本人もしくは扶養親族等が特別
障害者、又は扶養親族が23歳未
満の場合に、この欄を記入しま
す。

直近の給与明細書等を参考に、
あなたの本年中の収入金額を見積
もって「収入金額等」欄に記入し
ます。
所得金額の計算は
下表を参照してください※1

「公的年金等」はここに含めて
計算してください※2

計算は下表をご参照ください

また、源泉分離課税により納税
が完結するものや、確定申告し
ないことを選択した所得は、こ
こには含みません※3

この欄は、給与所得者のほとんどが
提出の対象となります
（本年中の合計所得金額の見積額が
2,500万円以下の方が対象）

控除の対象となる配偶者について記載
します
配偶者が非居住者である場合
・「非居住者である配偶者」欄⇒○

※親族関係書類の添付要
（提出済は除く）

・「生計を一にする事実」欄⇒送金額
※送金関係書類の添付要

「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」をもとに
「配偶者控除の額」又は
「配偶者特別控除の額」を求めます

控除の対象となる配偶者の個人番号を、■に記入します
一定要件の下、個人番号の記載を要しない場合があります

直近の給与明細書等を参考に、
配偶者の本年中の収入金額を見積もって
「収入金額等」欄に記入します※1

公的年金は(2)に含めます※2

「要件」欄でチェックを付けた同一生計配偶者、扶養親族
の個人番号を、■に記入します
一定要件の下、個人番号の記載を要しない場合があります

※3 給与所得以外の所得

給与所得以外の所得には、次のものがあります

① 事業所得

② 雑所得

③ 配当所得

④ 不動産所得

⑤ 退職所得

⑥ ①から⑤以外の所得

譲渡所得・山林所得・一時所得・利子所得等

障害者手帳等の種類と交付年月日、
障害の程度等を記入します

「扶養控除等申告書」に記載した特別
障害者と同一の場合は、「扶養控除等
申告書のとおり」と記載します

複数該当する場合は、いずれか一つに✔を付します

配偶者控除等の
適用を受けない場合、
区分Ⅰ欄は記載不要



記入例


